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環境省では、除染効果が維持されていることを確認するため、平成30年３月末までに

除染を完了した箇所の事後モニタリング調査を実施します。

▽調査対象　平成30年３月末までに除染を完了した箇所

▽開始時期　平成30年６月

▽環境省委託会社　アジア航測株式会社　　0120（443）066　受付時間　８時～20時

お問合せ先
環境省 福島地方環境事務所浜通り北支所
　 0244（26）9912

現在、浪江町内で行われている廃棄物の処分等に関するお問合せ・お申込み先に
ついては、以下のとおりとなっていますので、ご相談の内容によって、それぞれの
連絡先までお問合せください。
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